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教育・保育認定利用案内 

（企業主導型保育施設利用者用） 

 

企業主導型保育施設の地域枠を利用し、無償化の対象となる場合、市に申請をして「教育・

保育給付認定」を受ける必要があります。  

また、無償化対象とならない場合でも地域枠・従業員枠で企業主導型保育施設を利用すると

きには、認定が必要になる場合があります。詳細については、利用施設にご確認ください。 

認定が必要な方は、この案内に沿って手続きをお願いいたします。 

すでに認可保育所等の利用申込をし、教育・保育給付認定を受けている方で支給認定証の発

行を希望する場合には保育課までお問い合わせください。 

 

 教育・保育認定について  

「教育・保育給付認定」は、児童の年齢と保育の必要性の有無によって３つの区分に分かれ

ます。 認定区分は次のとおりです。 

 

 １号 …満３歳以上・教育認定 

 ２号 …満３歳以上・保育認定     ３号 …満３歳未満・保育認定 

 

企業主導型保育施設の地域枠を利用し、無償化の対象となる場合、「２号」、「３号」の認定

（保育認定）を受ける必要があります。認定を受けるには、Ｐ.２で案内する「保育を必要

とする事由」が必要です。 

 

 ≪教育・保育給付認定の有効期間について≫  

２号（満３歳以上・保育）認定を受けた場合は、基本的に効力発生日から小学校就学の始期

に達するまでの期間が、３号（満３歳未満・保育）認定を受けた場合は、基本的に効力発生

日から満３歳に達する日の前日までの期間が有効期間となりますが、保育の必要性の認定

に係る「事由」により異なります。 教育・保育給付認定の申請後に、認定できるかの審査

を行い、教育・保育給付認定に係る事項を記載した通知書を交付します。教育・保育給付認

定を受けた方で、支給認定証の交付を希望された方には、併せて支給認定証を交付します。 
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 必要書類について  

申込みの際には、利用開始希望日の前月１８日（１８日が土曜、日曜、祝日等の閉庁日の場

合は前開庁日）までに以下の書類をご提出ください。 

※申請締切日までに間に合わない場合は保育課までご相談ください。 

 

① 流山市教育・保育給付認定申請書  

② 保育を必要とする事由を確認するための書類 ※ P.3 をご参照ください。 

 （父母分必要です。ひとり親の場合は戸籍謄本または調停申立書等をご提出ください。） 

③ 支給認定証交付申請書（必要な方のみ） 

※必要書類は市ホームページからも入手が可能です。 → 

 

 保育を必要とする事由について  

＜対象者＞ ◆児童と同居している父 ◆児童と同居している母 

教育・保育給付認定の申請をする際は、保護者の保育を必要とする事由を確認いたします。  

 

（１）保育認定事由と認定期間 
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（２）保育を必要とする事由を確認するための書類 
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（３）該当する場合のみ必要となる資料 

認定内容の変更の届出について  

教育・保育給付認定を受けた後に住所変更や世帯状況（認定されている状況）等が変更にな

る場合は、認定変更事由が発生する月の前月１８日までに以下の書類をご提出ください。 

 

① 内容変更届 

② 教育・保育給付認定 認定変更申請書  

③ 保育を必要とする事由を確認するための書類 ※ P.3 をご参照ください。 

④ 支給認定証交付申請書（必要な方のみ） 

 

届出内容を確認した結果、認定内容に変更が生じた場合、支給認定証の交付を希望している

方には 新たな支給認定証を交付します。 

 

 児童が３歳に到達するため２号認定の支給認定証が必要な場合  

すでに３号認定を受けていて、児童が３歳に到達するため２号認定の支給認定証が必要な

場合は、３号認定終了日（３歳の誕生日の２日前）の１ヵ月前から３号認定終了日までに、

支給認定証交付申請書をご提出ください。 

 

 現況届について  

認定されている状況に変更がないか、年に１度確認のため書類の提出を求めさせていただ

きます。 提出がない場合や要件を満たさない場合、認定を取り消しさせていただくことも

あります。 

 

問い合わせ 

流山市 子ども家庭部 保育課  

〒270-0192 流山市平和台 1-1-1 

TEL:04-7150-6124 


